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郷
土
か
み
の
か
わ
の
歴
史
・
文
化
財

国
指
定
史
跡　

上
神
主
・
茂
原
官
衙
遺
跡

が

ぐ
ん

し
も
つ
け

こ　

ま　

ろ

ふ　

ひ　

と

た
い
ほ
う
り
つ
り
ょ
う

　

今
月
か
ら
は
上
三
川
町
に
所
在

す
る
多
く
の
文
化
財
を
中
心
に
、

上
三
川
町
の
歴
史
を
紹
介
い
た
し

ま
す
。
第
一
回
目
は
国
指
定
史
跡

上
神
主
・
茂
原
官
衙
遺
跡
で
す
。

　

こ
の
遺
跡
の
時
代
で
あ
る
奈
良

時
代
の
日
本
は
、
法
律
に
よ
っ
て

国
が
運
営
さ
れ
る
体
制
が
作
ら
れ
、

中
央
に
は
８
つ
の
省
が
置
か
れ
、地

方
に
は
現
在
の
県
に
あ
た
る
国
が
、

そ
し
て
国
の
下
に
は
郡
が
置
か
れ

ま
し
た
。
当
時
の
上
三
川
町
一
帯

は
、
下
野
国
河
内
郡
だ
っ
た
の
で

す
。
栃
木
県
庁
に
あ
た
る
下
野
国

の
国
府
は
、
栃
木
市
田
村
町
に
置

か
れ
、都
と
密
接
な
連
絡
の
も
と
、

都
か
ら
派
遣
さ
れ
た
貴
族
を
中
心

に
政
治
が
行
わ
れ
ま
し
た
。一
方
、

現
在
の
市
町
村
役
場
に
あ
た
る
郡

衙
に
は
、
地
元
の
有
力
豪
族
が
長

官
に
任
命
さ
れ
、
政
治
を
行
い
ま

し
た
。
上
神
主
・
茂
原
官
衙
遺
跡

は
こ
の
時
代
の
河
内
郡
衙
な
の
で

す
。

　

奈
良
時
代
の
河
内
郡
は
、
宇
都

宮
市
・
上
三
川
町
・
旧
南
河
内
町

が
範
囲
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ

の
中
に
は
、
当
時
東
日
本
の
仏
教

の
中
心
と
な
っ
た
、
下
野
薬
師
寺

が
置
か
れ
た
ほ
か
、
東
北
地
方
平

定
の
た
め
の
重
要
な
幹
線
道
路
で

あ
っ
た
東
山
道
が
通
過
す
る
な
ど
、

国
家
に
と
っ
て
重
要
な
施
設
が
置

か
れ
る
と
い
う
、
他
の
郡
に
は
見

ら
れ
な
い
特
徴
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
当
時
河
内
郡
を
治
め
て
い

た
下
毛
野
氏
が
、
藤
原
不
比
等
ら

と
大
宝
律
令
の
作
成
に
あ
た
り
、

式
部
省
の
大
臣
に
な
る
な
ど
、
都

で
も
活
躍
し
た
下
毛
野
古
麻
呂
を

一
族
か
ら
出
す
な
ど
、
都
と
密
接

な
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
、

背
景
と
し
て
あ
る

の
で
す
。

　

上
神
主
・
茂
原
官
衙
遺
跡
か
ら

は
、
発
掘
調
査
の
結
果
、
政
治
が

行
わ
れ
た
政
庁
、
税
物
を
収
め
た

倉
庫
で
あ
る
正
倉
、
東
山
道
の
跡

な
ど
、
当
時
の
繁
栄
を
裏
付
け
る

多
く
の
遺
構
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
正
倉
内
部
に
建
て
ら
れ

た
唯
一
の
の
瓦
葺
建
物
跡
か
ら
は
、

１
２
０
０
点
を
超
え
る
人
名
が
刻

ま
れ
た
瓦
が
出
土
す
る
な
ど
、
他

の
地
域
に
は
見
ら
れ
な
い
多
く
の

特
徴
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
規

模
と
内
容
は
、
中
央
と
の
関
係
が

深
か
っ
た
、
河
内
郡
の
政
治
的
な

力
を
現
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
良

い
で
し
ょ
う
。

　

７
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
律
令

制
度
は
、
９
世
紀
の
は
じ
め
に
は

形
骸
化
し
ま
す
。
上
神
主
・
茂
原

官
衙
遺
跡
の
始
ま
り
と
終
わ
り
は

ほ
ぼ
こ
れ
に
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、

律
令
制
度
が
各
地
に
及
ん
で
い
た

象
徴
と
い
え
ま
す
。
１
２
０
０
年

近
い
時
を
経
て
、
現
代
に
姿
を
現

し
た
上
神
主
・
茂
原
官
衙
遺
跡
の

地
に
立
つ
と
、
こ
こ
に
行
き
か
っ

た
古
代
の
人
々
の
息
吹
が
感
じ
ら

れ
ま
す
。

当時を復元したイメージ図

発掘された文字瓦

聖
徳
太
子
が
摂
政
と
な
る
。

憲
法
十
七
条
を
制
定
。

小
野
妹
子
ら
を
隋
に
派
遣
。

聖
徳
太
子
、
法
隆
寺
を
建
立
。

犬
上
御
田
鋤
を
唐
に
派
遣
。

大
化
の
改
新
。

白
村
江
の
戦
。
日
本
・
百
済

軍
、
唐
・
新
羅
軍
に
惨
敗
。

壬
申
の
乱
。

※
こ
の
頃
、
上
神
主
・
茂
原

官
衙
遺
跡
が
造
ら
れ
る
。

新
羅
人
14
人
が
下
野
に
移
住

す
る
。

藤
原
京
に
遷
都
。

大
宝
律
令
完
成
す
る
。
下
毛

野
古
麻
呂
も
作
成
に
加
わ
る
。

下
毛
野
古
麻
呂
が
死
去
。

平
城
京
に
遷
都
。

国
分
寺
・
国
分
尼
寺
建
立
の

詔
。

大
仏
造
立
の
詔
。

東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養
。

下
野
薬
師
寺
に
戒
壇
が
設
置

さ
れ
る
。

道
鏡
、
下
野
薬
師
寺
（
下
野

市
）
に
追
放
。

平
安
京
に
遷
都
。

坂
上
田
村
麻
呂
、
征
夷
大
将

軍
に
任
命
さ
れ
る
。

※
こ
の
頃
、
上
神
主
・
茂
原

官
衙
遺
跡
廃
絶
か
。

承
和
の
変
。
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